
令和３年度 南風原町職員採用候補者試験令和３年度 南風原町職員採用候補者試験

２ 試験日（第一次試験）　令和３年９月19日（日）
３ 申 込 受 付 期 間　 令和３年７月26日（月）～
　　　　　　　　　　　 令和３年８月12日（木）（平日午前８時30分から午後５時15分まで）
 

1 試験区分 ･採用予定人数及び受験資格
職種・試験区分 採用予定人数 受験資格

行
　
　政
　
　職

上級行政Ⅰ

若 干 名

ア　平成４年４月２日以後出生した者。
イ　学校教育法に基づく４年制大学を卒業した者、もしくは令和４年

３月31日までに卒業見込みの者、又はこれと同等以上の学力が
あると認められる者。

※イの該当者は「中級行政」及び「初級行政」は受験できません。

中 級 行 政

ア　平成４年４月２日以後出生した者。
イ　最終学歴が学校教育法に基づく短期大学､ 高等専門学校を卒業し

た者、もしくは令和４年３月31日までに卒業見込みの者、又は
これと同等の資格があると認められる者。

※イの該当者は「上級行政Ⅰ」及び「初級行政」は受験できません。

初 級 行 政
ア　平成４年４月２日以後出生した者。
イ　最終学歴が学校教育法に基づく高等学校を卒業した者、もしくは

令和４年３月31日までに卒業見込みの者。
※イの該当者は「上級行政Ⅰ」及び「中級行政」は受験できません。

上級行政Ⅱ
（職務経験者）

ア　昭和61年４月２日以後出生した者。
イ　直近８年間に同一の民間企業等における職務経験が継続して５年

以上ある者。

建
築
職

建 築 職 Ⅰ
若 干 名

ア　昭和61年４月２日以後出生した者。
イ　学校教育法による４年制大学を卒業し（令和４年３月31日まで

に卒業見込みの者を含む。）、建築に関する専門課程を履修した者。

建 築 職 Ⅱ
（有資格者）

ア　昭和61年４月２日以後出生した者。
イ　令和３年８月１日現在で、建築士（１級又は２級）もしくは建築

施工管理技士（１級又は２級）のいずれかの資格を有する者。

土
木
職

土 木 職 Ⅰ

若 干 名

ア　昭和61年４月２日以後出生した者。
イ　学校教育法による４年制大学を卒業し（令和４年３月31日まで

に卒業見込みの者を含む。）、土木に関する専門課程を履修した者。

土 木 職 Ⅱ
（有資格者）

ア　昭和61年４月２日以後出生した者。
イ　令和３年８月１日現在で、土木施工管理技士（１級又は２級）も

しくはRCCM（機械・電気電子・廃棄物を除く。）のいずれかの
資格を有する者。

保 健 師 職 若 干 名
ア　昭和61年４月２日以後出生した者。
イ　保健師免許取得者（令和４年３月31日までに取得見込みの者を

含む。）

管理栄養士職 若 干 名 ア　昭和61年４月２日以後出生した者。
イ　令和３年８月１日現在で、管理栄養士免許を有する者。

幼稚園教諭職かつ保育士職 若 干 名
ア　昭和61年４月２日以後出生した者。
イ　幼稚園教諭免許かつ保育士資格取得者（令和４年３月31日まで

に両免許取得見込みの者を含む。）

司　書　職 若 干 名
ア　昭和61年４月２日以後出生した者。
イ　司書資格を有する者（令和４年３月31日までに取得見込みの者

を含む。）
※建築職・土木職において、教養試験・専門試験はありませんので特別な公務員試験対策をしていない方でも受験しやす
い内容となっています。

こども課からのおしらせ 【問】こども課　☎889-7028

【問】総務課　☎889-4415
詳しくはこども課までお問い合わせください。

小規模保育事業所が開所します
11月に小規模保育事業所（ひまわり保育園）が開所いたします。新規申込み、希望園の変更等をご希望される方
は下記期限までに手続きをお願いします。工事の進捗状況により開園時期が延期になる場合がありますのでご了承
ください。
▶名　　称 	 ひまわり保育園
▶施設形態 	 小規模保育事業所
▶場　　所 	 南風原町字本部421-29　☎889-1777
▶定　　員 	 ０歳児：６人　 １歳児：６人　 ２歳児：７人　 ※０〜２歳児クラスのみの保育園となります。
▶申 込 み 	 新規申込み：９月10日（金）まで　　※希望園等の変更受付：９月17日（金）まで

８月は現況届の提出月です
児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給資格者は、毎年必要書類を添えて「現況届」を提出する必要があります。
提出が無かった場合、手当の支給が差し止められることがありますのでご注意ください。受給者には文書にて
通知をおこないますので、必ずご確認ください。
■児童扶養手当とは………離婚等により父または母と生計を共にできない児童を養育する方、父または母が一定程
	 度の障がいの状態にある児童を養育する方に支給する手当
■特別児童扶養手当とは…身体や精神に一定程度の障がいがある20歳未満の児童を養育する方に支給する手当
▶申 込 み 	 期限までにこども課へ直接または郵送にて提出
	 ❶児童扶養手当、母子および父子家庭等医療費助成　８月２日（月）〜９月30日（木）
	 ❷特別児童扶養手当　８月12日（木）〜９月13日（月）

※児童扶養手当の現況届と一緒に、母子および父子家庭等医療費助成の現況届についても確認い
たします。

幼児教育・保育無償化の認定
9月より、令和３年度住民税非課税世帯の０歳〜２歳児
クラスの保育料が幼保無償化の対象となります。認定を
受けるためには、事前に保育必要理由の申請が必要です。
▶対　象 	 ０歳〜２歳児クラスの子ども

※令和３年度住民税非課税の世帯が対象と
なります。

▶申込み 	 ８月31日（火）までに、こども課へ「申請書
および保育必要理由(就労証明書等）」を提出

▶注　意 	 申込み期限が過ぎた場合は、遡っての認定
ができないため期限内に提出ください。
※３〜５歳児クラスの子どもは、世帯の所
得に関係なく、保育必要理由が認定され
れば無償化の対象となります。

町外認可外保育施設 利用助成金
町外認可外保育施設に通う児童の保護者に対し
て、経済的負担軽減のために保育料の一部を助成し
ます。
▶対　象 	 町外認可外保育施設に通う児童の保護者

※ただし幼保無償化に認定された者・
企業主導型保育施設は除く。　

▶助成額 	 児童１人につき月額 1，500円以内

利用月 申込期限
❶４月〜９月 ９月１日（水）〜15日（水）

❷10月〜令和４年３月 令和４年
３月１日（火）〜15日（火）

詳しくはホームページを
ご確認ください。
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